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地方公営企業法（昭和 27 年法律第 292 号）第 30 条第２項の規定に基づき、令和元年５月 31

日付けで提出があった平成 30 年度神奈川県公営企業決算及び関係書類について審査した結果、

同決算に対する意見を合議により次のとおり決定した。 

 

令和元年８月６日 

神奈川県監査委員 村 上  英 嗣  

同        太 田  眞 晴  

同        吉 川  知惠子  

同        桐 生  秀 昭  

同        松 崎    淳  

※ 地方公営企業法（抄） 

第 30条 管理者は、毎事業年度終了後二月以内に当該地方公営企業の決算を調製し、証書類、

当該年度の事業報告書及び政令で定めるその他の書類と併せて、当該地方公共団体の長に提

出しなければならない。 

２ 地方公共団体の長は、決算及び前項の書類を監査委員の審査に付さなければならない。 

 

第 1 審 査 の 対 象 

平成 30年度公営企業決算審査の対象は次のとおりである。 

 

神奈川県水道事業 

神奈川県電気事業 

神奈川県公営企業資金等運用事業 

神奈川県相模川総合開発共同事業 

神奈川県酒匂川総合開発事業 

 

第 2 審 査 の 内 容 

審査は、知事から提出された公営企業決算及び関係書類について、次の点を主眼として行った。 

① 決算書及び決算諸表について、計数は正確で、経営成績及び財政状態を明瞭に表示しているか 

② 事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されている

か 

③ 経営について意見書に記載すべきことはないか 

審査に当たっては、提出された決算書等とそれぞれの関係諸帳簿及び証書類とを照合し、関係職

員に説明を求めるとともに、定期監査及び例月出納検査の結果を踏まえ慎重に行った。 

 

第 3  審 査 の 結 果 

 1  決算計数の正確性及び決算表示の明瞭性について 

平成 30 年度の水道事業ほか４事業の決算書及び決算諸表について、下表の事項を除き、計数

は正確なものであり、経営成績及び財政状態を明瞭に表示しているものと認められた。 
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事業会計名 財務書類の科目等 
金額 

（単位：円） 

適正な金額 

（単位：円） 

水道事業会計 貸借対照表 負債の部 

４ 固定負債 140,242,069,703 140,270,269,685 

(5)割賦未払金 1,648,462,949 1,676,662,931 

５ 流動負債 31,550,268,152 31,522,068,170 

(8)割賦未払金 310,307,338 282,107,356 

〈貸借対照表の金額が誤っていた事項の説明〉 

寒川浄水場排水処理施設特定事業に係るサービス購入料のうち、割賦未払金として整理される施設

建設費相当分について、１年基準に基づく固定負債から流動負債への振替に当たり、消費税及び地方消

費税（以下「消費税等」という。）抜きの金額で振り替えるべきところ、消費税等込みの金額により振

り替えていたため、流動負債の金額が 28,199,982円過大となっている一方で、固定負債の金額が同額

過小となっていた。なお、負債合計には誤りはなかった。 

 

  今後はこうしたことがないよう、関係所属において適正な経理処理を徹底することが必要で

ある。 

 

２ 企業経済性の発揮及び公共福祉の増進について 

５事業のうち３事業について次の意見がある。 

 

(1) 水道事業 

  ・ 平成26年３月に策定した「神奈川県営水道事業経営計画」について、主要事業の目標達

成状況をみると、大半の事業において指標とされた目標を達成したものの、浄水場や配水

池等の耐震化及び漏水の防止対策においては、指標とされた目標を達成できなかった。 

  ・ 新たに策定した「神奈川県営水道事業経営計画」に基づき、引き続き上記の事業の目標

達成を含め大規模地震対策に取り組むとともに、台風、大雨による停電への備え、火山噴

火による降灰や河川氾濫による浸水への対策強化など危機管理体制を充実させるなどし

て、「将来にわたって持続可能な水道」の実現に向けて着実に取り組んでいく必要があ

る。 

 

(2) 電気事業 

・ 県営林道玄倉線（玄倉林道）において、平成30年１月に斜面崩落が複数回発生したた

め、一部の区間で、一般利用者の通行止めの措置がとられた。 

  ・ 玄倉第１発電所及び玄倉第２発電所については、発電収入を得られない状況が続いてお

り、２発電所が発電できないことにより得られない収入は、平成30年度で２億8,042万余円

と試算されている。   

  ・ 企業庁は、２発電所の早期の運転再開を図るため、林道復旧工事に要する費用のうち国

庫負担額を除く県負担分の２分の１を企業庁が負担することとする協定を林道管理者であ

る県との間に締結しており、平成30年度には、測量・設計等費用として465万余円を負担し

ている。 
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  ・ ２発電所の速やかな運転再開に向けた取組を行っていくとともに、企業庁として、林道

復旧工事に要する費用の一部を負担する意義等について、県民等への説明責任を適切に果

たすことが重要である。 

 

(3) 公営企業資金等運用事業（地域振興施設等整備事業） 

・ 自主事業として整備したプロミティふちのべビルについては、一般財団法人かながわ

水・エネルギーサービスを運営主体とし、同法人に一括して貸付けを行っている。 

・ 同法人に対する貸付料は平成26年度から28年度まで連続して増額となっていたが、平成

29、30両年度は平成28 年度と同額に据え置かれており、当初見込んでいた貸付料の水準と

の開きは平成28 年度と変わっていない。 

・ 本事業における採算性は依然として厳しい状況にあるため、一層の経営改善に努める必

要があるが、平成30年度には、入居率が向上していることから、併せて貸付料の増額に向

けた検討を進めていく必要がある。 

 

・ 市町村要請事業として、平成30年度には、山北、寒川両町の整備要請に基づく「山北町

洒水の滝遊歩道整備事業」「寒川町営プール整備事業」を実施している。 

・ 本事業は、公営企業の保有資金・技術力を活用し、市町村からの施設の整備要請に基づ

き地域経済の発展、住民福祉の向上に寄与する施設を整備するもので、整備後は工事費等

に償還期間に応じた利子を加算した金額により市町村に有償で譲渡することとなる。 

・ 本事業の実施は、地域の振興に資するものであり、低金利の状況が続いている中では、

有効な資金運用方法の一つでもあることから、市町村との連携を図り、ニーズを的確に把

握するなどして、積極的に推進していくことが望まれる。 

 

３ 経営について 

・ ５事業のうち、相模川総合開発共同事業及び酒匂川総合開発事業の２事業は、いずれも受託

収入により実施しているものであり、損益は生じない。 

・ 今後とも維持管理費の節減に取り組むとともに、効率的な経営に努める必要がある。 

 

残りの３事業については、次のとおり経営に関する意見がある。 

 

(1) 水道事業 

・ 平成 30年度の水道事業は、４年連続で黒字決算となっているが、純利益については

前年度に比べ３億 9,755万余円の減少となっている。 

・ 今後の経営環境は、水需要の減少に伴い水道料金収入の減少傾向が続くと見込まれる中、

水道施設の耐震化等の災害対策を推進する必要があることや、施設の老朽化に伴い更新費用

の増大が想定され、厳しい状況が続くと考えられる。 
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・ 業務の効率化を図りつつ、効率的な事業運営を行うことで経費削減に取り組むととも

に、水需要の減少に応じた施設のダウンサイジングや統廃合を行いながら、計画的に施設

の更新を進め、適切な補修・維持管理や施設の長寿命化等、中長期的な視点に立った管理

運営を通じ、更なる経営改善に努める必要がある。 

 

(2) 電気事業 

・ 水力発電においては、早戸川発電所を除き、平成 21年度から令和５年度までの 15年間、

発電した電力の全てを東京電力株式会社に売電することを内容とする電力受給基本契約を

締結している。 

・ 今後も電力システム改革の動向を注視しつつ、令和６年度以降においても安定的な経営が

継続できるよう、売電契約のあり方について検討を進めていく必要がある。 

 

・ 平成30年３月から早戸川下流部において小水力発電所である早戸川発電所が運転を開始

しており、上流部においても小水力発電所設置の計画が進められている。 

・ 早戸川発電所のような流込み式の発電所型式では、発電量が水量の多寡に影響を受けや

すいことなどから、平成30年度の供給電力量の達成率は56％にとどまっている。 

・  今後、流込み式の発電所型式で小水力発電所を設置するに当たっては、流込み式固有の

リスクを踏まえ、早戸川発電所の発電データを十分検証するなどして、その採算性を適切

に評価する必要がある。 

 

(3) 公営企業資金等運用事業（資金運用） 

・ 平成 30年度は、長期貸付金の年度末残高は前年度に比べて６億 613万余円増加している

が、貸付残高のうち金利の低いものの占める割合が上がっていることなどから、貸付金の利

息収入は、前年度に比べて 584万余円減少している。 

・ 公営企業で既往に生じた余剰資金を運用する本事業は、金利の影響を大きく受けることか

ら、今後も金融政策や金利動向を注視しつつ、適切かつ効率的な運用に一層留意する必要が

ある。 
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